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特別養護老人ホームさくまの里 

短期入所生活介護利用約款 

 

（約款の目的） 

第１条 特別養護老人ホームさくまの里（以下「当施設」という。）は、要支援状態又は要

介護状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨

に従って、利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるように、一定の期間、短期入所生活介護サービスを提供し、一方、利用者及

び身元引受人は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決め

ることを、本約款の目的とします。 

 

（適用期間） 

第２条 本約款は、利用者が短期入所生活介護サービス利用同意書を当施設に提出したと

きから効力を有します。但し、身元引受人に変更があった場合は、新たに同意を得ることと

します。 

２ 利用者は､前項に定める事項の他､本約款､重要事項説明書の改訂が行なわれない限り､

初回利用時の同意書提出をもって､繰り返し当施設の短期入所生活介護を利用することが

できるものとします｡ 

 

（利用者からの解除） 

第３条 利用者及び身元引受人は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、

利用者の居宅サービス計画にかかわらず､本約款に基づくサービス利用を解除・終了するこ

とができます。なお､この場合利用者及び身元引受人は､速やかに当施設及び利用者の居宅

サービス計画作成者に連絡するものとします。但し、利用者が正当な理由なく、利用中止を

申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用を当施設にお支

払いいただきます｡ 

 

（当施設からの解除） 

第４条 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく 

サービスの利用を解除・終了することができます。 

（１）利用者が要介護認定において非該当と認定された場合。 

（２）利用者の居宅介護サービス計画が作成されている場合には、その計画で定められた当

該利用日数を満了した場合。 

（３）利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切なサービスの提供限度を

超えると判断された場合。 

（４）利用者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を３ヵ月以上滞納し、その支払を

督促したにもかかわらず７日以内に支払われない場合。 

（５）利用者が、当施設、当施設の職員又は他の利用者等に対して、利用継続が困難となる

程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合。 

（６）天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させる

ことができない場合。 
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（利用料金） 

第５条 利用料金は関係法令に基づいて決められているものである為、これに変更があっ  

た場合は、改定後の金額が適用されます。 

２ 利用者及び身元引受人は連帯して、当施設に対し、本契約に基づく（介護予防）短期入

所生活介護の対価として、重要事項説明書の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ご

との合計額及び利用者が個別に利用したサービス提供に伴い必要となる額の合計額を支払

う義務があります。 

３ 利用者は保険の適応範囲を超えた部分のサービスの利用については費用の全額を事業

者に支払います。 

４ 当施設は当月の利用料金の合計額の請求書を翌月発行します。 

５ 利用者はサービス利用の利用料の１ヶ月の合計を支払います。 

６ 利用者は原則として口座引き落としの方法で、利用料金を支払って頂きます。 

７ 当施設は、利用者又は身元引受人から利用料金の支払を受けた時は、利用者及び身元引

受人が指定する送付先に対して、領収書を送付します。 

８ 身元引受人は民法（債権法）に定める連帯保証人としての責務を負います。 

 

（記録） 

第６条 当施設は、利用者のサービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了 

後２年間は保管します。 

２ 利用者または身元引受人は当施設に対し、いつでも前項の記録書類の閲覧および謄写

を求めることができます。ただし謄写においては、当施設は謄写請求者に対して、実費相当

額を請求することができます。 

 

（身体の拘束等） 

第７条 当施設は利用者の身体の保護をするためにやむを得ない場合を除き、身体的拘束 

をしません。 

２ 当施設は虐待防止のための指針を整備し、研修や職員への周知等の対策を図ることで

利用者への虐待を防止します。 

 

（秘密の保持） 

第８条 当施設とその職員は、業務上知り得た利用者又は身元引受人若しくはその家族等 

に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。また、退職後も同様とします。但

し、次の各号に限定し、その必要とする範囲内で情報提供をさせていただきます。情報提供

については、利用者及び身元引受人から、予め同意を得た上で行なうこととします。 

（１）介護保険サービスの円滑、適正な実施の為必要な情報をサービス担当者会議等に提供

する場合。 

（２）利用者が医療機関に受診、入院する時に、その医療機関に情報提供する場合。 

（３）当事業所を利用終了し、他の事業所を紹介するなどに際し、必要な情報を提供する場

合。 

（４）利用者が契約している居宅介護支援事業者に対し、必要な情報を提供する場合。 
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（５）介護保険サービスの質を向上する為の学会、研究発表会をする場合、なお、この場合、

利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

 

（緊急時の対応） 

第９条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、 

協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 当施設は、利用者に対し、当施設におけるサービスでの対応が困難な状態、又は、専門

的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。 

３ 前２項のほか、サービス利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用

者及び身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

 

（要望又は苦情等の申出） 

第１０条 利用者及び身元引受人は、提供されたサ－ビス等につき苦情がある場合、いつで

も「重要事項説明書」記載の苦情申し立て窓口に苦情を申し立てることができます。その場

合、当施設は速やかに事実関係を調査し、その結果並びに改善の必要性の有無および改善の

方法について利用者に報告します。 

２  利用者及び身元引受人は介護保険法令に従い、市町村および国民健康保険団体連合会

への苦情申し立て機関に苦情を申し立てることができます。 

３ 当施設は、利用者または身元引受人から第１項または第２項の苦情の申し出がなされ

たことをもって、利用者にいかなる差別的な取扱いもいたしません。 

 

（賠償責任） 

第１１条 サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を

被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受

人は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

（利用約款に定めのない事項） 

第１２条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるとこ

ろにより、利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 
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附則 

      この約款は平成１３年 ２月１日より施行する 

          平成１４年１０月１日改正 

          平成１７年 ７月１日改正 

        平成３０年 ４月１日改定 

        令和２年  ４月１日改定 

        令和３年  ４月１日改定 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人名  社会福祉法人さくま 

施設名  特別養護老人ホームさくまの里 

住 所  浜松市天竜区佐久間町中部１８－１５ 

電話番号 （０５３）９６５―１８５５ 
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特別養護老人ホームさくまの里 （介護予防）短期入所生活介護 

ユニット型 重要事項説明書 

 

  当事業者が提供する短期入所生活介護の内容に関し、利用者に説明すべき重要事項は次

のとおりです。 

 

１  事業者の概要 

名           称 特別養護老人ホームさくまの里 

主たる事務所の所在地 静岡県浜松市天竜区佐久間町中部 18-15 

電話・ＦＡＸ 番 号 ０５３－９６５－１８５５  ＦＡＸ０５３－９６５－１８５０ 

法 人 の 名 称 社会福祉法人 さくま 

代 表 者 職・氏名 理事長 笹ヶ瀬 慶造 

管理者氏名 施設長 中野 幸代 

介護保険事業所番号 2276600083 

指定年月日 平成１２年３月１日 

第三者評価実施の有無 有 ・ 無 実施した直近の年月日 
平成 19 年 9 月 19 日～ 

平成 19 年 12 月 19 日 

実施した評価機関 

の名称 

（福）静岡県 

社会福祉協議会 
評価結果の開示状況 有 ・ 無 

交 通 の 便 ＪＲ飯田線 中部天竜駅 徒歩１０分 

通常送迎の実施地 佐久間町 ・水窪町 

 

２  事業者の職員の概要 

職    種 員   数 勤 務 の 体 制 主な職務内容 

管理者 1 人 常勤 1 人（兼務） 施設の責任者としてその管理を統括する。 

事務員 1 人 常勤 1 人（兼務） 施設の庶務及び会計事務に従事する。 

医師 
1 人 

非常勤 1 人（兼務） 
利用者の診療及び施設の保健衛生の管理指導

に従事する。 

生活相談員 
1 人 

常勤 1 人（兼務） 
利用者の入退所、生活相談及び援助の企画立

案、実施に関することに従事する。 

介護支援専門員 1 人 常勤 1 人（兼務） 利用者の介護支援に関する業務に従事する。 

看護職員 
1 人以上 

常勤 3人以上（兼務） 
医師の診療補助及び医師の指示を受けて、利

用者の看護、施設の保健衛生業務に従事する。 

介護職員 
5 人以上 

常勤 15 人以上 
利用者の日常生活の介護、相談及び援助業務

に従事する。 

機能訓練指導員 
1 人 

常勤 1 人（兼務） 
利用者の機能訓練、機能維持及び予防に必要

な訓練及び指導に従事する。 

栄養士 1 人 常勤 1 人（兼務） 給食管理、利用者の栄養指導に従事する。 

調理員 ６人以上 常勤 6人以上（兼務） 栄養士の指示を受けて給食業務に従事する。 
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３  短期入所生活介護施設の概要 

 定員  合計 20 人 内訳 

 

居室 
3 号館 

1 階 

けやき （1Ｆ北ユニット）10 室 

17.55 ㎡１室・18.03 ㎡３室・17.24 ㎡２室・17.85 ㎡２室・18.70

㎡２室 

10 人 

うめ  （1Ｆ南ユニット）10 室 

17.55 ㎡１室・18.03 ㎡３室・17.24 ㎡２室・17.85 ㎡２室・18.70

㎡２室 

10 人 

浴室 

共用浴室 15.24 ㎡ 1 室 

けやき （1Ｆ北ユニット）浴室 7.30 ㎡ 1 室 

うめ  （1Ｆ南ユニット）浴室 7.30 ㎡ 1 室 

食堂及び 

機能訓練室 

 リハビリ、リクリエーション室共用 50.34 ㎡ 

北ユニット共同生活室 135.92 ㎡ 

南ユニット共同生活室 135.92 ㎡ 

 

４ 短期入所生活介護の運営の方針 

利用者・家族・地域から信頼を得るように努力する。自宅から継続した生活の場として、

サービスの提供を図り、利用者の不安をなくし、自由に生活を楽しむことを目指し、自活

能力の引出しを目指す。人格の尊重、利用者への言葉づかい、接遇態度等基本的人権を尊

重し、利用者一人ひとりの個別性を大切にする。 

 

５ 利用料金 

※利用者負担額改定の際は、別紙の交付と説明をもって利用者の同意に代えさせて頂きま

す。 

（１）サービス利用料金（別紙 １－１ ～１－２参照） 

※要支援１・要支援２に該当する方は、新予防給付の対象となります。 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

 以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

①食費・居住費（別紙 ２－１参照） 

※居室と食事に係る自己負担額について、負担限度額認定を受けている場合には、認定

証に記載している負担限度額とします。 

（３）その他の費用 

・理髪料 （実費相当額） 

・レクリエーション代（実費相当額） 

 

（４）料金の支払方法 

利用者が当事業者に支払う料金の支払方法については、月ごとの精算とします。毎月

10日までに、前月分ご利用いただいたサービス利用料金の請求をしますので、20日ま

でにお支払いください。支払方法は、口座自動引落とし、銀行振込のどちらかをご契約

の際に選んでください。 
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（５）キャンセル料 

利用者のご都合により短期入所生活介護をキャンセルした場合には、 下記の料金を

頂きます。キャンセルする場合は、至急当事業者に連絡してください。 

ア 入所前のキャンセルの場合 

入所日の前々日にご連絡いただいた場合 無料 

入所日の前日にご連絡いただいた場合 1日の当事業者における介護給付費の 50％ 

入所日の当日にご連絡いただいた場合 1日の当事業者における介護給付費の 100％ 

イ 体調不良時や社会的理由でお休みになられる場合は無料とさせていただきます。 

ウ 利用途中のキャンセルの場合 

利用者が中途退所を希望する場合などは、上記アの表に準じた利用料金を支払ってい

ただきます。 

（６）その他 

利用者の被保険者証に支払方法の変更の記載（利用者が保険料を滞納しているため、

サービスの提供を償還払いとする旨の記載）があるときは、費用の全額を支払っていた

だきます。この場合、当事業者でサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を

後日、市町村役場の窓口に提出して差額（介護保険適用部分のうち負担割合証に記載の

割合を差し引いた額）の払い戻しを受けてください。 

 

６ サービスの利用方法 

（１）利用開始 

ア 利用者の居宅支援事業者にご連絡して下さい。当事業所は居宅支援事業者から連絡を

受けたあと電話 にてご連絡いたします。 

イ 当事業者の担当職員が利用者のお宅に伺い、当事業者の短期入所生活介護の内容等に

ついて説明します。 

ウ この説明書により利用者からの同意を得た後、当事業者の管理者が短期入所生活介護

計画を作成し、計画に沿って必要なサービスの提供を開始します。（入所期間が短い場

合は作成しない場合があります。） 

（２）サービスの中止 

災害時等こちらの都合でサービスの提供を中止する場合があります。 

   ・自然災害等（台風、大雨、洪水等） 

・道路状況等（道路の破損、工事等） 

（３） サービスの終了 

ア  利用者のご都合でサービスを終了する場合 

    サービスの終了を希望する日の 7日前までに文書で申出てください。 

イ 当事業者の都合でサービスを終了する場合 

    人員不足等やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合があり
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ます。この場合は、サービス終了日の 1 ヶ月前までに、文書により利用者に通知しま

す。 

ウ 自動終了 

次の場合は、サービスは自動的に終了となります。 

・利用者が介護保険施設に入所した場合。 

・利用者要介護度が非該当（自立）と認定された場合。 

・利用者が亡くなったとき。 

エ その他 

・当事業者が、正当な理由がなくサービスを提供しない場合、守秘義務に違反した場合、

利用者や利用者の家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、当事業者が破

産した場合、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を終了することがで

きます。 

・利用者がサービスの利用料金を 3 ヶ月以上滞納し、支払の催告を再三したにもかかわ

らず支払わないとき、利用者が当事業者に対してこの契約を継続しがたいほどの背信

行為を行った場合は、文書で利用者に通知することにより、直ちにこのサービスを終了

させていただく場合があります。 

 

７  サービス利用に当たっての留意事項 

 （１）身元引受人の指定及び責務 

  当事業所は、契約締結にあたり利用者に対し身元引受人をお願いすることになります。身

元引受人は民法（債権法）に定める連帯保証人としての責務を負います。連帯保証人の負担

は、極度１２０万円を限度とします。 

ただし、社会通念上利用者に身元引受人を立てることができない相当の理由が認められる

場合は当事業所にご相談ください。身元引受人が役割を果たせなくなった場合には、新たな

身元引受人を立てていただきます。 

 （２）その他の事項 

〇入居時間：午前 9時から午後 4時まで 

〇退居時間：午前 10時から午後 6時まで 

〇開館時間：午前 8時 30分から午後 9時まで 

〇飲酒：飲酒は節度をわきまえて他の人の迷惑をかけない程度とする 

〇喫煙：施設敷地内は全面禁煙です 

〇所持品の持込：入所時に介護員と相談してください 

〇宗教：自由 

〇宗教活動：他の人に迷惑をおよぼすことは禁止します 

〇ペット：原則的に個人での飼育は禁止します 

〇物品の斡旋･販売：施設長の許可が必要です 

〇その他：職員への心づかいは固くご遠慮いたします 
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８ サービスの内容 

  当事業所が利用者に提供するサービスは、下記のとおりです。 

（１）サービスの提供は懇切丁寧に行い、サービスの提供方法等について、利用者に分かり

やすいように説明します。 

（２）サービスの提供に用いる設備、器具等については安全、衛生に常に注意を払い、特に、

利用者の身体に接触する設備、器具については、サービスごとに消毒したものを使用

します。 

（３）口腔内のたんの吸引・胃ろうによる経管栄養が必要になっても、引き続き当施設のサ

ービスが続けられ、また、医療的ケアが必要な方にも安心してご利用していただける

よう、看護職員と介護職員の連携による医療的ケアに関する指針に基づき援助いた

します。 

（４）科学的介護の取り組みを推進し、ケアの向上に取り組みます。 

（５）認知症についての理解を深め、ご利用者本人を主体とした介護を行うことで、その方

の尊厳を守る取り組みを行います。 

 

９  担当の職員 

（１）利用者の担当従業者は、サービス提供開始後にお伝えします。 

（２）職員は常に身分証明書を携行しているので、必要な場合は提示をお求めください。 

（３）利用者はいつでも担当の短期入所生活介護従業者の変更を申出ることができます。

（これを拒む正当な理由がない限り、事業者は変更の申し出に応じます。） 

（４）当事業者は、利用者の担当の短期入所生活介護従業者が退職する等正当な理由がある

場合に限り、担当の短期入所生活従業者を変更することができます。    

 

１０ 緊急時の対応方法 

    短期入所生活介護の提供中に利用者に容体の変化等があった場合は、当事業者の協

力医療機関等に連絡します。 

 

１１ 事故発生時の対応 

（１） 短期入所生活介護の提供中に事故が発生した場合、直ちに管理者に報告するととも

に利用者の家族、関係市町村に連絡をとります。 

（２） 事故発生防止のための安全対策管理者を置き、常に事故の発生防止に取り組みます。 

 

１２ 非常災害対策 

感染症や災害が発生した場合であっても、ご利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提

供されるように業務継続計画を策定し、必要な研修や訓練を住民と連携し定期的に実施し

ます。 
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 非常時の対応 

非常連絡網により職員の召集 

消防署への通報 

当施設の防災マニュアルに沿っての対応 

平常時の 

防災訓練等 
月 1回の防災訓練の実施、避難誘導訓練、夜間防災訓練 

防災設備 
火災報知機、スプリンクラー、消火器、ヘルメット、防災頭巾、屋内消火

栓、ポータブルトイレ、非常誘導灯、非常口、火災ガス漏れ警報装置等 

消防計画 
防火管理者    ：奥山 崇史 

内      容    ：年間防災訓練計画 

１３ 苦情処理 

  利用者は、当事業者の短期入所生活介護の提供について、いつでも苦情を申立てることが

できます。利用者は、当事業者に苦情を申立てたことにより、何らの差別待遇を受けません。 

 

（１）苦情相談窓口   

担 当 笹野 茂子    松田 清美        

電 話 番 号 ０５３－９６５－１８５５        

受 付 時 間 毎週（月曜日～金曜日）８：３０～１７:３０  

第 ３ 者 委 員 山下 民世  新堀 征司 

責 任 者 施設長 中野 幸代     

 

（２）この他、市町村や国民健康保険団体連合会窓口に苦情を申立てることができます。 

天竜福祉事業所 長寿保険課  
担当窓口 介護保険グループ 

電話番号 ０５３－９２２－００６５ 

中央福祉事業所 長寿支援課 
担当窓口 指導第１グループ 

電話番号 ０５３－４５７－２８７５ 

国民健康保険団体連合会 
担当窓口 事業部介護保険課 

電話番号 ０５４－２５３－５５９０ 
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指定介護福祉施設サービスの提供に当たり、約款・重要事項説明書の説明を行いました。 

〈説明者〉社会福祉法人さくま 特別養護老人ホームさくまの里    

 氏名                印 

                                            

短期入所生活介護サービス利用同意書 

 特別養護老人ホームさくまの里の短期入所を利用するにあたり、短期入所生活介護サー

ビス利用約款及び、重要事項説明書を受領し、これらの内容に関して担当者による説明を受

け、十分に理解した上で同意します。 

       年     月     日 

利 用 者  住  所 

                                          
              ふ り が な 

氏  名                印 

身元引受人 住  所 

                                           
              ふ り が な 

氏  名                印 

特別養護老人ホーム さくまの里 

施設長    中野 幸代 殿 

【本約款第５条の請求書・明細書及び領収書の送付先】 

ふりがな   

氏 名 
続柄（      ） 

住所・電話番号 

〒    － 

 

 

℡（自宅）              ℡（携帯） 

【本約款第９条３項の緊急時の連絡先】※優先順にご記入ください 

ふりがな   

氏 名 
続柄（      ） 

住所・電話番号 

〒    － 

 

℡（自宅）              ℡（携帯） 

ふりがな   

氏 名 
続柄（      ） 

住所・電話番号 

〒    － 

 

℡（自宅）              ℡（携帯） 

【本約款第８条の秘密の保持及び情報提供同意書】 

                    利 用 者    氏 名                               印   

 

                        身元引受人   氏 名                              印  


